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いろんな人との出会いの場を提供

します。

・登録グループの活動支援
・グループ間のネットワークづくり
。癒し、健康、仲間づくりなどをテー

マとするセミナーの実施

一人ひとりが自分の力を育て、発

揮する (エ ンパワーメン ト)た め

の機会を提供します。

・情報誌「Fine」 の発行

・ジェンダーや自己表現など、エン

パワーメントするための講座の開

催         ‐|.■ .

電話相談 (相談専用)

TEL 072‐ 469‐7402
毎週水曜日
(第 5水曜日・祝日を除く)

午前10時～正午、午後1時～3時

面接相談 (予約制)

相談日・時間は要問合せ。夜間相談有。
(市内在住 。在勤の方 )

予約 TEL/FAX 072‐ 469‐7125

薯そ7漂去せたぶ―? み又は檜埒仁蝙靱 警

差別され

けられた

こりせず、

人権が尊
ての人が

ことので

人として生きる38

男女共同参画社会とは  ■

すべての人が個人として尊重され、
性別にとらわれることなく、
自分らしく、のびやかに

生きることのできる社会です。■

互いに貴
女性も男 1生 も、職場 。

家産 地域社会の中で

協力 し合しヽ、その一員
性別で

/L右されることなく、 1

讐
や幣監fでコ

泉佐野市人権推進課 〒598-8550 泉佐野市市場東1丁 目2953
丁EL 072‐ 463‐ 1212//FAX 072-464-9314

20183 4,500

男女共同参画に関する様々な情報
を集めています。
・生き方、心やからだなど、テーマ

を絞つた図書の貸出し
。国や府の発行するリーフレットの

酉己イ百
・他市で開催されるイベン ト1青報な

どの提供

いずみさの女性センターは、

泉佐野市における男女共同参画社会実現のための、拠点施設です

≪開館時間》 午前9日寺～午後5日寺15分

≪休 館 日≫  日。月曜日(祝 日と重なった場合は、翌火曜日休館 )

国民の祝日

年末年始

〒598-0005泉佐野市市場東1丁 目295 1 TttL FA× 0724697125



男女共同参画社会の形成 を総合的かつ

計画的に推進することを目的に、1999(平

成11)年 6月 23日 に公布・施行 されま し

た。2001(平成13)年度からは、毎年6月

23日 からの1週間を「男女共同参画週間」
とし、各種行事や広報・啓発活動を全国

で展開 しています。

この法律は、社会のあらゆる分野にお

ける取組を総合的に推進 していくために

5つ の基本理念 を定め、国・地方公共団

体や国民の果たすべき役割について基本

的な枠組を定めています。

ジ皿ングー・ギャップ (男安鶴麓 )葬量数

世界経済 フォーラム (WEF)が 毎年独

自に算定 しているもので、経済 。政治・

教育 。健康の 4分野のデータか ら作成

され、男女格差 を測 る指数 です。 日本

は、 144か 国中 114位 (2017年 )で 、

総合順位 が依然 として低位 になってい

ます。

国際的に見ると、 日本 は経済、政治

分野における女性の参画が低 い水準 と

なっています。

分野ごとの日本の順位

経済…114位 (前年118位 )

政治…123位 (前年103位 )

教育… 74位 (前年 76位 )

健康… 1位 (前年 40位 )

5つの基本理念

男女の人権の尊重

社会にお|する構J度叉 1譲

慣行につしヽての配慮

政策等の立案及び
決定への共同参画

1家 庭生活にあ|する活動と
他の活動の両立

国際的協調

「男は仕事」「女は家事 。育児・介護」のように、性別によら|マ1役割|を |

決める考え方を、固定的な性別役割分担意識といいます。男女共同参画
社会では、性による固定的な決めつけがなく、喜びも責任も分かち合い、
個人の個性と能力を十分に発揮できる社会をめざしています。「男だから
こうあるべき」「女だからこうあるべき」といった理由で制約を受けるこ
となく、何よりも本人の意思が尊重され、自分らしくのびやかに生きる
ことが大切です。

魏ヽ ノ

家事、育児、介護などを

家族みんなで協力する。
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物事を決める場に、男女

がともに参画する。

鷲鰹二整ノ
男女に関わりなく、一人
ひとりの個性や能力を伸
ばし、社会で活躍できる

人材を育てる。
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職場では 1

男女がともに仕事と家庭
地域生活の両立ができる

職場づくりをする。

爾吻

アイスランド

フィンランド

スウェーデン

蜃
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■泉佐野市における男女共同参画社会の実現に向けた取組を推進するた

"●
平成29年 3月 に「泉佐野市男女共同参画まちづくり条例」を制定

しました。この条例に基づいて、市民のみなさんといっしょに、男女
共同参画社会づくりを進めていまつ。

泉佐野市では、男女共同参画社会の実現に向けた取組を総合的かつ計
画的に実施するために、平成24年 に「第2次いずみさの男女共同参画
行動計画 (第 2次人ひとプラン)」 を策定しました。この計画に基づき、
男女が互いにその人権を尊重 しつつ責任も分かち合い、個性と能力を
発揮することのできる社会をめざして取組を進めています。

:::11111111111111:11:

許されるものではありません。女性に対する暴力が起こる背景には
「

‐
姜

性への性差別や男性優位の社会構造があります。このことは、男性が女
性を支配の対象として見たり、女性を所有するという意識につながりま
す。そして、同じ人間として対等な関係を築いていくことをむずかしく
します。

女性に対する暴力をなくすためには、社会全体が暴力を許さないとい
う認識を持つことが大切です。また被害にあったら一人で悩まず専門機
関等に相談しましょう。 (※裏表紙「女性のための相談」参照)

配儘書やバー トナーが・。・

・殴つたり、嘲ったり、物を投げつけたりする
大声で怒鳴る

無視する

性的な行為を強要したり、避妊に協力しない

生活費を渡さない

子どもを取り上げると脅かす

外出や電話を細かくチェックし、行動を監視したり市」限したりする
友人や親戚との付き合いを市」限する

DV(ドメスティック・ バイオレンス)

配偶者やパー トナーなど親密 な関係 にある、またはあった者 (男 性、
女性の別 を問いません。)か らの暴 力 をいいます。暴力 とは、殴る 。蹴
るなどの身体的暴力だけでなく、精神的、性的、経済
ます。2001(平成13)年に「DV防止法」ができ、DV‐

ブ・アクション)の 推進

はなく、社会的な問題 として取組が進め られていま

|  ||■||■|■|||
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少子高齢化、人口減少社会の到来を迎え、時代の変化に対応するために、

一人ひとりが意欲 と能力に応 じて、様々な働 き方や暮 らし方を選択できる社

会の実現が求められています。男女がともに暮 らしやすい社会を実現 してい

くためには、あらゆる分野での女性の参画がこれまで以上に必要です。国会

議員の割合や企業における管理職の登用、身近なところでは自治会や P tt A

の会長など、社会的な意思決定の場では、まだまだ女性が少ない状況です。

また、働 きたい人がライフステージに合わせて働 き続けられるよう、長時

間労働の見直しや、柔軟な働き方ができることも重要です。

雙性酒躍推進法
女性が、職業生活において、その希望に応 じて+分に能力を発揮 し、活

躍できる環境を整備するため、「女性の職業生活における活躍の推進に関

する法律 (女性活躍推進法)Jが平成28年 4月 に施行されました。

これにより、労働者301人以上の大企業は、女性の活躍推進に向けた行

動計画の策定などが義務づけられています。

この法律は、働 く場面で活躍 したいという希望を持つすべての女性が、

その個性 と能力を十分に発揮できる社会の実現をめざしています。

女性活躍推進法の基本原則

女性に対する採用、昇進等の機会の積極的な提供及びその活用 と、

性別による固定的役割分担等を反映 した職場慣行が及ぼす影響ヘ

の配慮が行われること

職業生活と家庭生活 との両立 を図るために必要な環境の整備によ

り、職業生活 と家庭生活 との円滑かつ継続的な両立 を可能にする

こと

女性の職業生活 と家庭生活 との両立に関 し、本人の意思か卒

'吏

さ

れるべきこと

曰

ワー タ 輸ライ フ・バ ラ ンス

男性の多 くは、これまで仕事中心の生き方をしてきて、育児や地域活

動への関心があるにもかかわらず、参画することがむずかしい状況でし

た。また、男女双方の働き方が、様々な生活場面 (育児や家事、余暇活

動など)と 調和のとれた状態でなければ、女性にとっても就業を継続す

ることは困難です。

少子高齢化、グローバル化、情報化、核家族化等が進展する中で、仕

事 と育児や介護等の家庭生活、その他の活動のバランスを図ることは、

私たちの生活の質を高め、一人ひとりの希望に沿った生活スタイルを確

立するために重要なことです。

「ワーク・ライフ。バランス(仕事と家庭の調和)」 とは、男女がともに人生

の各段階において、仕事、家庭生活、地域生活、個人の自己啓発など、様々な

活動を自らの希望にそって展開できる状態のことです。
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